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石狩市全域

域

ゾーニングの進め方
ゾーニング（エリア分け）は「事業性のあるエリア（風の条件がよいな

ど、主に事業性の観点で抽出）」と「環境保全エリア」を地図上で重ね合
わせ、環境保全および導入可能なエリアを多段的に抽出して、地図上に示
す作業。各エリアについては既存資料の他、アンケート、環境調査等の結
果を加え、スクリーニングを重ねて風力発電導入に際しての課題の応じた
ゾーニングを行う。

【一次スクリーニング：ゾーニングを始めるためのたたき台マップの作成】

環
境
保
全
エ
リ
ア

適地エリア

検討の対象地域は海域を含む石狩市全域

－ ＝

一次スクリーニング
ゾーニング計画策定
マップ作成

～平成30年度

環境調査

追加資料

検討委員会

作業WG

アンケート
ヒアリング

協議・情報追加
フィードバック

※既往情報

二次～ スクリーニング図-1 図-2 図-3

域

多段階評価でのエリア分け
環境保全→●●●●→導入可能

域
事業性の
ある区域

風・地形・水深
などの条件

国定公園・保安林
など

2



ゾーニングのイメージ
個々の地理情報（レイヤー）の重ね合わせによるエリアの抽出

【出典：環境省資料】
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事業性のあるエリア

項 目 （案） 事業性のあるエリアとしての設定条件 ※

風の条件（陸上の場合） 年間平均風速が 6.0ｍ/ｓ以上の区域

風の条件（洋上の場合） 年間平均風速が 6.5ｍ/ｓ以上の海域

標高（陸上） 標高が 1,000ｍ以下の区域

水深（洋上） 浮体式は 200mより浅い海域
（着床式は 50mより浅い海域）

傾斜角（陸上の地形） 傾斜角が 20度未満

泊地（洋上） 泊地以外の海域

航路（洋上） 南航路・北航路（石狩湾協定航路）以外の海域

主として採算性の観点から事業性があると抽出されるエリア

※設定条件は新エネルギーに関するゾーニング策定マニュアル等より設定（案）
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自然条件
風 況

年平均風速の分布図
（地上、海面から70m）
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自然条件 【エリアの抽出】

風 況

【設定条件】

陸上：
年間平均風速が 6.0ｍ/ｓ以上の区域

海上：
年間平均風速が 6.5ｍ/ｓ以上の海域
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自然条件
陸域の標高

標高の分布図
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自然条件 【エリアの抽出】

陸域の標高

【設定条件】

標高が 1,000ｍ以下の区域

8



自然条件
海域の水深

等水深線図
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自然条件 【エリアの設定】

海域の水深

【設定条件】

200mより浅い海域（浮体式の場合）

（着床式の場合は50mより浅い海域）
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自然条件
傾 斜 角

地形の傾斜角 分布図
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自然条件 【エリアの設定】

傾 斜 角

【設定条件】

傾斜角が 20度未満
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法規制区分（社会的条件）

泊 地

泊 地（港湾法）
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法規制区分（社会的条件）

航 路

北航路・南航路
（石狩湾協定航路）
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北航路

南航路



図-1 事業性のあるエリア（案）

今後の追加検討項目（案）

送電網、道路網、離岸距離 など

風の条件

＋ 陸域の標高

＋ 海域の水深

＋ 傾斜角

＋ 泊地
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環境保全エリア

項目（一次スクリーニング案） 環境保全エリアとしての設定条件 ※

国定公園 指定地域内

鳥獣保護区 特別区内

天然記念物・史跡・名称 地域内及び周辺

保安林 保安林

特定植物群落 海浜植物、カシワ林など

海浜植物等保護地区 地区内

区画漁業権 設定海域

定置漁業権 設定海域

伝搬障害防止区域 区域内

※一次スクリーニング結果をたたき台として、検討会、環境調査、既往調査資料、アン
ケートなどにより検討すべき条件を適宜追加しながら計画の策定を進める。

法規制や自然環境、景観、生活環境などの観点から事業の導入を避け、環境
を保全するエリア
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法規制区分（自然的条件）

国定公園

暑寒別天売焼尻国定公園
指定地域
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法規制区分（自然的条件）

鳥獣保護区

鳥獣保護区
特別保護地区を含む地域
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法規制区分（自然的条件）

史跡・名勝・天然記念物

史跡・名勝・天然記念物
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法規制区分（自然的条件）

保安林

保安林 指定状況図
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法規制区分（自然的条件）

特定植物群落

特定植物群落

石狩海岸砂丘林
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法規制区分（自然的条件）

海浜植物等保護地区

石狩市海浜植物等保護地区
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土地利用等（水域）

漁 業 権

定置漁業権
区画漁業権
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法規制区分（社会的条件）

伝搬障害防止区域

伝搬障害防止区域（電波法）
（建物の高さ制限のある区域）
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図-2 環境保全エリア（暫定）

今後の追加検討項目（案）

砂防指定地、地すべり防止区域、
急傾斜地崩壊危険区域、
埋蔵文化財包蔵地 など

国定公園

＋ 鳥獣保護区

＋ 天然記念物
史跡・名勝＋ 保安林

＋ 特定植物群落
＋ 海浜植物等保護地区

＋ 区画漁業権
定置漁業権

＋ 電波障害防止区域
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図-3 適地エリア

一次スクリーニング結果（案）

図-1と図-2の重ね合わせによって
風力発電の適地と抽出されたエリア

一次抽出されたこの適地エリアについて、今
後検討を重ね、環境保全エリア・導入可能エ
リアのゾーニングを行う。

今後検討が必要となる主な項目
（案）

土地利用、海面利用、居住地、学校、
病院、景観、自然環境・・・・・
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区 分 項 目 内 容

各作業部会との関連性

動植物 事業性
景観

まちづくり
騒音等

自然条件

風況

風況（陸上） 〇

風況（洋上） 〇

気象官署 〇

地形

陸域標高 〇

海域水深 〇

傾斜角 〇

地上開度 〇

海岸線 〇 〇 〇

離岸距離 〇 〇 〇

社会条件：法制度

法規制区分（自然的条件）

国定公園 〇 〇 〇

鳥獣保護区 〇

天然記念物 〇 〇

史跡 〇 〇

名勝 〇 〇

ラムサール条約登録湿地 〇

保安林 〇 〇

国有林 〇 〇

特定植物群落 〇 〇

海浜植物等保護地区 〇 〇

自然景観資源 〇

法規制区分（社会的条件）

制限表面（航空機） 〇

景観規制 〇

騒音規制区域 〇

振動規制区域 〇

砂防指定地 〇 〇

地すべり防止区域 〇 〇

急傾斜地崩壊危険区域 〇 〇

伝搬障害防止区域 〇

今後検討（二次スクリーニング～）を進める主な項目１
【自然条件 社会条件（法制度）】
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今後検討（二次スクリーニング～）を進める主な項目２
【社会条件（土地利用・インフラ等）】

区 分 項 目 内 容

各作業部会との関連性

動植物 事業性
景観

まちづくり
騒音等

社会条件：土地利用等

都市計画区分
市街化区域 〇

市街化調整区域 〇

土地利用区分
土地利用
山林、農地、河川など

〇 〇 〇

景勝・観光資源

景観形成地 〇

景勝地 〇

特異な地形地質 〇

道路 道路 〇 〇

水域

水域 〇 〇

港湾区域 〇 〇

漁港区域 〇 〇

区画漁業権 〇 〇

共同漁業権 〇 〇

定置漁業権 〇 〇

漁場・操業区域 〇 〇

水産基盤整備位置（魚礁） 〇 〇

航路、海上交通 〇 〇

泊地 〇 〇

住居・建物、人口

住宅及び事業所 〇

公共施設 〇

病院 〇

学校 〇

人口区分 〇 〇

社会条件：インフラ等

系統連携

送電線 〇 〇

変電所 〇 〇

発電所 〇 〇

施設

港湾施設 〇 〇

海岸保全施設 〇 〇

漁港施設 〇 〇 28



例：土地利用等（水域）

共同漁業権

共同漁業権

29



例：土地利用等（水域）

漁 場

石狩湾の漁場

出典：石狩湾海域協定航路図

30

すけとうだら
（刺網・延縄）

かれい、ひらめ、あんこう、
たら、かすべ、はたはた

（刺網）

タコ（箱・空釣縄）

シャコ
（刺網）

（底建網）



例：土地利用等（住居・建物）

病院、公共施設など

図書館
学 校
病 院
福祉施設
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例：インフラ等（系統連携）

送 電 網

主要送電線
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今後検討（二次スクリーニング～）を進める主な項目３

【自然環境・社会環境（現地調査・アンケート・ヒアリング）】

区 分 項 目 内 容

各作業部会との関連性

動植物 事業性
景観

まちづくり
騒音等

自然環境
既存環境調査資料からの
動植物・生態系・景観などの
情報整理

重要な植物の生育情報 〇 〇

重要な動物の生息情報 〇 〇

景観資源・主要な眺望点 〇

その他配慮すべき場所、生態系、事
象など

〇 〇 〇

追加調査等

環境調査
動植物の生息、生育状況
鳥類、植物、海生生物など

〇 〇

アンケート調査
ヒアリング

保全すべき動植物、景観資源
その他配慮すべき場所、事象など

〇 〇 〇
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今後検討（二次スクリーニング～）を進める主な項目

【騒音等に関する環境保全エリアの考え方について】

34

【隔離距離の設定】
風力発電施設から騒音の影響を避けるための考え方として、離隔距離の

考え方を用いている事例が国内外にある。
国内の各自治体によるガイドラインや、ゾーニングの先行事例では、国

内では「住宅等」から200ｍ～600m以上、海外のゾーニングでは800ｍ以
上の離隔距離（影響を避けるために必要な距離）が設けられている事例が
ある。

【風力発電施設からの距離と騒音レベルの関係（例）】
2,000kwの風力発電設備1～11基が一列に配置された風力発電所を仮定し、

発電所からの距離と騒音レベルの関係を従来の予測方法で試算したところ、
夜間の騒音環境基準（A・B類型で45ｄB）を満たすような距離は、概ね300
～600ｍであった。

出典：「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告
書」平成23年6月環境省総合環境政策局



今後検討（二次スクリーニング～）を進める主な項目
【騒音等に関する環境保全エリアの考え方について】
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№ 種別 自治体 離隔距離 根拠・引用資料 策定・改訂時期 備考

1ガイドライン 北海道稚内市 民家から500ｍ以上 記載なし 平成15年

2ガイドライン 山形県酒田市 住宅等から200ｍ以上 記載なし 平成16年
住宅等：学校、幼稚園、保育園、病院などの文教
施設、保健福祉施設等を含む 風車の高さが
100ｍを超える場合は高さの2倍の距離

3ガイドライン 静岡県 住宅等から300ｍ以上 NEDO導入ガイドブック平成19年
住宅等：住宅のほか、学校、幼稚園、病院などの
文教施設・保健福祉施設

4ガイドライン 山形県遊佐町 住宅等から300ｍ以上 記載なし 平成21年
住宅等：学校、幼稚園、保育園、病院などの文教
施設、保健福祉施設等を含む

5ガイドライン 秋田県にかほ市 住宅等から500ｍ以上
NEDO環境影響評価マ
ニュアル

平成25年
住宅等：住宅のほか、学校、幼稚園、病院などの
文教施設・保健福祉施設

6ガイドライン 愛知県豊橋市 住宅等から200ｍ以上 記載なし 平成25年
住宅等：住宅、事務所、店舗等
風車の高さの2倍以上の距離で200mに満たない場
合は200m以上

7ガイドライン 北海道遠別町 住宅から500m以上 NEDO導入ガイドブック平成25年
住宅：住宅のほか、文教施設・保健福祉施設等を
いう。

8ガイドライン 愛知県田原市 住宅等から600ｍ以上 環境省検討会報告書 平成28年
住宅等：住宅のほか、学校、幼稚園、病院などの
文教施設・保健福祉施設

9ガイドライン 静岡県浜松市 住宅等から300ｍ以上 NEDO導入ガイドブック平成28年
住宅等：住宅のほか、学校、幼稚園、病院などの
文教施設・保健福祉施設

10ゾーニング
ドイツ（ブランデン
ブルグ州）

住宅等から800m、1000m以上 2001年～2013年
地域により距離を設定 距離以内が一律に除外す
るエリア（Taboo criteria）

11ゾーニング
ドイツ（ラインラン
ト-プファルツ州）

住宅等から1000m以上 2012年
1000m以内が一律に除外するエリア（Taboo 
criteria）

12ゾーニング 北海道岩内町 住宅から500m以上 平成28年
住宅から500m以上を設置可能エリア、500m以内
は要調整エリア

13ゾーニング 徳島県鳴門市 住宅地（代表点）等から600m以上
事例、ヒアリング等によ
る検討結果

平成29年
住宅地：住宅及び学校・病院・福祉施設等
600ｍ以内は原則として立地不可とすべき地域

14ゾーニング 宮城県 居住地から500ｍ以上 策定中 居住地から500m以内の地域では設置不可

※：大型の風力発電（100kw/基以上など）を対象とした全国のガイドラインおよび国内外のゾーニング資料より引用



今後検討（二次スクリーニング～）を進める主な項目

【騒音等に関する環境保全エリアの考え方について】
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出典：「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書（資料編）」

平成23年6月 環境省総合環境政策局

※石狩市にはAA類型の
指定地域なし



【居住地からの離隔距離の例】

離隔距離 500ｍ

平成27年国勢調査における人口
1人以上の6次メッシュ位置から
500ｍの範囲
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【居住地からの離隔距離の例】

離隔距離 500ｍ

平成27年国勢調査における人口
1人以上の6次メッシュ位置から
500ｍの範囲
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【建物からの離隔距離の例】

離隔距離 500ｍ
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工場・倉庫・事務所・住宅・公共
施設・福祉施設など、全ての建物
から500ｍの範囲



工場・倉庫・事務所・住宅・公共
施設・福祉施設など、全ての建物
から500ｍの範囲
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【建物からの離隔距離の例】

離隔距離 500ｍ



図-4 適地エリア

二次スクリーニング～（例）

図-3の適地エリアから騒音等による影響を避
けるために必要な距離を500mとし、保全エリ
アとした場合の検討例
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今後検討が必要となる主な項目
（案）

土地利用、海面利用、居住地、学校、
病院、景観、自然環境・・・・・



工場・事務所・住宅等すべての建物
＝主に昼間に人の活動している場か
ら500mの範囲

※陸上風力を対象とした多段的な評価例

42

人口1人以上の6次メッシュ位置
＝人の暮らしの場（住居）から
500ｍの範囲

：環境保全エリア（住居）

：条件付き導入可能エリア
（関係者との十分な調整
合意が必要なエリア）

：導入可能エリア

【多段的な評価の考え方（例）】

建物・居住地等からの離隔距離


